
    

医
療
法
に
基
づ
く
病
院
等
の
人
員
及
び
施
設
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
七
月
六
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香  

広
島
県
条
例
第
二
十
二
号 

医
療
法
に
基
づ
く
病
院
等
の
人
員
及
び
施
設
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す 

る
条
例 

第
一
条 

医
療
法
に
基
づ
く
病
院
等
の
人
員
及
び
施
設
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
広
島

県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 

正 

前 

 

（
病
院
の
施
設
及
び
構
造
の
基
準
） 

第
七
条 

（
略
） 

一 

消
毒
施
設
及
び
洗
濯
施
設
（
施
行
令
第
四
条
の

八
第
一
号
又
は
第
六
号
の
業
務
を
法
第
十
五
条
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
者
に
委

託
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
設
備
を

除
く
。
） 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

附 

則 
 

第
一
条 

（
略
） 

                 

 

（
病
院
の
施
設
及
び
構
造
の
基
準
） 

第
七
条 

（
略
） 

一 

消
毒
施
設
及
び
洗
濯
施
設
（
施
行
令
第
四
条
の

七
第
一
号
又
は
第
六
号
の
業
務
を
法
第
十
五
条
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
者
に
委

託
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
設
備
を

除
く
。
） 

 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

附 

則 
 

第
一
条 

（
略
） 
 

（
療
養
病
床
の
転
換
を
行
っ
た
場
合
の
入
所
定
員
に

関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

病
院
の
開
設
の
許
可
、
病
院
の
病
床
数
の
増

加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
許
可
若
し
く
は

診
療
所
の
病
床
の
設
置
の
許
可
、
診
療
所
の
病
床
数

の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
許
可
の
申

請
が
な
さ
れ
た
場
合
又
は
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
若
し
く
は
法
第
三
十
条
の
十
二
第

一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
知
事
が
当
該
申
請
又
は
命
令
若
し
く

は
要
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
既
存
の
病
床
数

及
び
当
該
申
請
に
係
る
病
床
数
を
算
定
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の

開
設
者
が
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
に
当
該
病

院
又
は
診
療
所
の
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
病
院
又



         

第
二
条 

（
略
） 

                                             

は
診
療
所
の
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と

と
も
に
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設
を
介
護
老

人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
用
に
供
す
る
こ
と

を
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
転
換
に

係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
入
所

定
員
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
、
療
養
病
床
に
係
る
既
存
の
病
床
数
と
し

て
算
定
す
る
。 

 

第
三
条 

（
略
） 

 

（
転
換
病
床
を
有
す
る
病
院
の
人
員
に
関
す
る
経
過

措
置
） 

第
四
条 

精
神
病
床
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則

第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令

（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病

院
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養

病
床
の
転
換
（
当
該
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病

床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
の
施
設

の
全
部
又
は
一
部
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老

人
ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老

人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支

援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の

施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
旨
を
平
成
二
十
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
お

け
る
当
該
転
換
を
行
う
病
床
（
以
下
「
転
換
病
床
」

と
い
う
。
）
を
有
す
る
病
院
に
置
く
べ
き
看
護
師
又 

は
准
看
護
師
及
び
看
護
補
助
者
の
員
数
に
つ
い
て
は
、 

 

当
該
病
院
の
病
床
を
転
換
す
る
ま
で
の
間
（
平
成
三 

十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
に
限
り
、 

 

第
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
従
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
員
数
と
す
る
。 

一 

看
護
師
又
は
准
看
護
師 

療
養
病
床
（
転
換
病

床
を
除
く
。
）
に
係
る
入
院
患
者
の
数
を
六
を
も

っ
て
除
し
た
数
と
転
換
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院

患
者
の
数
を
九
を
も
っ
て
除
し
た
数
と
精
神
病
床

（
転
換
病
床
を
除
く
。
）
及
び
結
核
病
床
に
係
る

病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
四
を
も
っ
て
除
し
た
数

と
感
染
症
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
病
室
の
入

院
患
者
（
入
院
し
て
い
る
新
生
児
を
含
む
。
）
の

数
を
三
を
も
っ
て
除
し
た
数
と
を
合
算
し
た
数
（ 

そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、 

 

そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
）
に
、
外
来

患
者
の
数
を
三
十
を
も
っ
て
除
し
た
数
（
そ
の
数

に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
）
を
加
え
た
数 

二 

看
護
補
助
者 

療
養
病
床
（
転
換
病
床
を
除
く
。 

 

）
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
六
を
も
っ
て



                                                       

除
し
た
数
と
転
換
病
床
（
療
養
病
床
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
九

を
も
っ
て
除
し
た
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を

合
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が

生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計
算
す

る
。
） 

２ 

第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ

る
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
員
数
の
算
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

 

（
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
人
員
に
関
す
る
経
過

措
置
） 

第
五
条 

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
っ
て
健
康
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一

項
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
同
法
第
八
条
第
二

十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
前
条

第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以

下
「
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
い
う
。
）
で 

あ
る
も
の
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
っ
て
、 

 

看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
及
び
看
護
補
助
者
の
員

数
が
第
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る 

数
に
満
た
な
い
も
の
（
以
下
「
特
定
病
院
」
と
い
う
。 

 

）
の
開
設
者
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
に
お
い
て
特
定

介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
病
院

で
あ
る
こ
と
を
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
お
け
る
当

該
病
院
に
置
く
べ
き
看
護
師
又
は
准
看
護
師
及
び
看

護
補
助
者
の
員
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
六
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
従
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
員
数
と
す
る
。 

一 

看
護
師
又
は
准
看
護
師 

療
養
病
床
に
係
る
病

室
の
入
院
患
者
の
数
を
六
を
も
っ
て
除
し
た
数
と

精
神
病
床
及
び
結
核
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患

者
の
数
を
四
を
も
っ
て
除
し
た
数
と
感
染
症
病
床

及
び
一
般
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
（
入
院

し
て
い
る
新
生
児
を
含
む
。
）
の
数
を
三
を
も
っ

て
除
し
た
数
と
を
合
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
に

満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は

一
と
し
て
計
算
す
る
。
）
に
、
外
来
患
者
を
三
十

を
も
っ
て
除
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い

端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て

計
算
す
る
。
）
を
加
え
た
数 

二 

看
護
補
助
者 

療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院

患
者
の
数
を
六
を
も
っ
て
除
し
た
数
（
そ
の
数
に

一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端

数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
） 

２ 

第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ

る
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
員
数
の
算
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

 

第
五
条
の
二 

前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

病
院
の
開
設
者
が
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
同



       

第
三
条 

（
略
） 

                                               

年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
再
び
特
定
介
護
療
養

型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
病
院
で
あ
る
こ

と
を
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月

三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
」
と
す
る
。 

 

第
六
条 

（
略
） 

 

（
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
療
養
病
床
を

有
す
る
診
療
所
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
特
定

介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
も
の
又
は
看
護
師
若

し
く
は
准
看
護
師
と
看
護
補
助
者
の
員
数
が
そ
れ
ぞ

れ
第
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
数

に
満
た
な
い
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
（
以
下
こ 

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
診
療
所
」
と
い
う
。 

 

）
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月

三
十
日
ま
で
の
間
に
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
に

お
い
て
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又

は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
知
事
に
届
け
出
た
場

合
に
お
け
る
当
該
診
療
所
に
置
く
べ
き
看
護
師
又
は

准
看
護
師
と
看
護
補
助
者
の
員
数
に
つ
い
て
は
、
平

成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
八

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
前
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
療
養
病
床
に
係
る
病
室

の
入
院
患
者
の
数
を
六
を
も
っ
て
除
し
た
数
（
そ
の

数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
）
と
す
る
。 

 

第
七
条
の
二 

前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
診
療
所

の
開
設
者
が
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六

月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
再
び
特
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と

を
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三

十
一
日
」
と
す
る
。 
 

第
八
条 

附
則
第
七
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
療

養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
特
定
介
護
療
養

型
医
療
施
設
で
あ
る
も
の
又
は
看
護
師
、
准
看
護
師

及
び
看
護
補
助
者
の
員
数
が
附
則
第
六
条
に
よ
り
算

定
し
た
員
数
に
満
た
な
い
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療

所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
診
療

所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
、
平
成

二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
平
成
二
十
四

年
四
月
一
日
に
お
い
て
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
知
事

に
届
け
出
た
場
合
に
お
け
る
当
該
診
療
所
に
置
く
べ

き
看
護
師
、
准
看
護
師
及
び
看
護
補
助
者
の
員
数
に

つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
限
り
、
附
則
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療

養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
三
を
も
っ

て
除
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生



             

第
四
条
・
第
五
条 

（
略
） 

じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。

）
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
一
に
つ
い
て
は
看

護
師
又
は
准
看
護
師
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
条
の
二 

前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
診
療
所

の
開
設
者
が
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六

月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
再
び
特
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と

を
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三

十
一
日
」
と
す
る
。 

 

第
九
条
・
第
十
条 

（
略
） 

 
 

第
二
条 

医
療
法
に
基
づ
く
病
院
等
の
人
員
及
び
施
設
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

の
二
第
九
項
（
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十

八
条
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
病
院
の
開
設
等
の
許
可
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
等
に
お
け
る
既
存
の
病
床
数
等
の
補
正
の

基
準
、
専
属
薬
剤
師
の
設
置
の
基
準
並
び
に
病
院
等

の
人
員
及
び
施
設
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
既
存
の
病
床
数
等
の
補
正
の
基
準
） 

第
三
条 

法
第
七
条
の
二
第
九
項
（
法
第
三
十
条
の
十

二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
る
補
正
は
、
次
に
掲
げ
る
病
院
及
び
診
療
所

（
以
下
「
国
の
所
管
に
係
る
病
院
等
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一―

五 

（
略
） 

２ 

法
第
七
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
は
、

病
床
の
種
別
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
の
所

管
に
係
る
病
院
等
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に

定
め
る
者
の
数
を
国
の
所
管
に
係
る
病
院
等
の
病
床

の
利
用
者
の
数
か
ら
減
じ
た
数
を
、
国
の
所
管
に
係

る
病
院
等
の
病
床
の
利
用
者
の
数
で
除
し
た
数
（
そ

の
数
が
〇
・
〇
五
以
下
で
あ
る
と
き
は
零
と
す
る
。

）
に
、
本
条
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
行
う
前
の
既
存 

の
病
床
数
（
以
下
「
補
正
前
既
存
病
床
数
」
と
い
う
。 

 

）
及
び
申
請
に
係
る
病
床
数
（
以
下
「
補
正
前
申
請 

病
床
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一―

六 

（
略
） 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

の
二
第
四
項
（
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十

八
条
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
病
院
の
開
設
等
の
許
可
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
等
に
お
け
る
既
存
の
病
床
数
等
の
補
正
の

基
準
、
専
属
薬
剤
師
の
設
置
の
基
準
並
び
に
病
院
等

の
人
員
及
び
施
設
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
既
存
の
病
床
数
等
の
補
正
の
基
準
） 

第
三
条 

法
第
七
条
の
二
第
四
項
（
法
第
三
十
条
の
十

二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
る
補
正
は
、
次
に
掲
げ
る
病
院
及
び
診
療
所

（
以
下
「
国
の
所
管
に
係
る
病
院
等
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一―

五 

（
略
） 

２ 

法
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
は
、

病
床
の
種
別
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
の
所

管
に
係
る
病
院
等
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に

定
め
る
者
の
数
を
国
の
所
管
に
係
る
病
院
等
の
病
床

の
利
用
者
の
数
か
ら
減
じ
た
数
を
、
国
の
所
管
に
係

る
病
院
等
の
病
床
の
利
用
者
の
数
で
除
し
た
数
（
そ

の
数
が
〇
・
〇
五
以
下
で
あ
る
と
き
は
零
と
す
る
。

）
に
、
本
条
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
行
う
前
の
既
存 

の
病
床
数
（
以
下
「
補
正
前
既
存
病
床
数
」
と
い
う
。 

 

）
及
び
申
請
に
係
る
病
床
数
（
以
下
「
補
正
前
申
請 

病
床
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一―

六 

（
略
） 



３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
七
条
の
二
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 
（
略
） 

二 

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行

っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
指

定
入
院
医
療
機
関
で
あ
る
病
院
の
病
床
（
同
法
第

四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一

項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
を
入
院
さ
せ
て
同

法
に
よ
る
医
療
を
受
け
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
は
、
法
第
七
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す

る
当
該
地
域
に
お
け
る
既
存
の
病
床
数
（
以
下
「

既
存
の
病
床
数
」
と
い
う
。
）
に
算
定
し
な
い
。 

４ 

第
二
項
及
び
前
項
第
一
号
の
補
正
前
既
存
病
床
数

の
う
ち
、
第
二
項
各
号
に
定
め
る
者
の
数
、
国
の
所

管
に
係
る
病
院
等
の
病
床
の
利
用
者
の
数
及
び
放
射

線
治
療
病
室
の
病
床
の
数
は
、
法
第
七
条
の
二
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
場
合
に
つ
い

て
は
、
当
該
申
請
が
あ
っ
た
日
前
の
直
近
の
九
月
三

十
日
に
お
け
る
数
と
し
、
法
第
七
条
の
二
第
八
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
又
は
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第

八
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
命
令
等
」
と
い
う
。
）
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
当

該
命
令
等
を
し
よ
う
と
す
る
日
前
の
直
近
の
九
月
三

十
日
に
お
け
る
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
が
あ
っ
た
日
前
又
は
当
該
命
令
等
を
し
よ

う
と
す
る
日
前
の
直
近
の
九
月
三
十
日
に
病
院
又
は

診
療
所
の
業
務
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、

規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
推
定
し
た
数
と
す
る
。 

５ 

（
略
） 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
七
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行

っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
指

定
入
院
医
療
機
関
で
あ
る
病
院
の
病
床
（
同
法
第

四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一

項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
を
入
院
さ
せ
て
同

法
に
よ
る
医
療
を
受
け
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
は
、
法
第
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す

る
当
該
地
域
に
お
け
る
既
存
の
病
床
数
（
以
下
「

既
存
の
病
床
数
」
と
い
う
。
）
に
算
定
し
な
い
。 

４ 

第
二
項
及
び
前
項
第
一
号
の
補
正
前
既
存
病
床
数

の
う
ち
、
第
二
項
各
号
に
定
め
る
者
の
数
、
国
の
所

管
に
係
る
病
院
等
の
病
床
の
利
用
者
の
数
及
び
放
射

線
治
療
病
室
の
病
床
の
数
は
、
法
第
七
条
の
二
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
場
合
に
つ
い

て
は
、
当
該
申
請
が
あ
っ
た
日
前
の
直
近
の
九
月
三

十
日
に
お
け
る
数
と
し
、
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
又
は
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
命
令
等
」
と
い
う
。
）
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
当

該
命
令
等
を
し
よ
う
と
す
る
日
前
の
直
近
の
九
月
三

十
日
に
お
け
る
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
が
あ
っ
た
日
前
又
は
当
該
命
令
等
を
し
よ

う
と
す
る
日
前
の
直
近
の
九
月
三
十
日
に
病
院
又
は

診
療
所
の
業
務
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、

規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
推
定
し
た
数
と
す
る
。 

５ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
二
条
の
規
定 

令
和
九
年
四
月
一
日 

 


